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1．第 2 次短期調査員の派遣

1 － 1　調査員派遣の経緯と目的

第1 次短期調査で整理されたプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）案と活動計画（PO）

案に基づいて、専門的見地から、航海、機関、船舶通航管制情報システム（VTS）各協力分野のプ

ロジェクト活動計画案・日本側投入案の作成に必要な情報収集を行うとともに、トルコ側との協

議を目的として、第 2 次短期調査員が派遣された。

同調査員チームの主な調査内容・項目は以下のとおりである。

（1）現在イスタンブール工科大学海事学部（ITUMF）で実施されているカリキュラム内容、海事

安全訓練センター（MSTC）で実施されている訓練コース内容の情報収集及び分析。

（2）第 1 次短期調査で作成された PO 案に基づき、トルコ側と協議して、各協力分野の詳細活動

計画案作成に必要な情報を収集する。

（3）第 1 次短期調査で整理された日本側投入内容案に基づき、トルコ側と協議してプロジェクト

実施期間中の日本側投入内容（長期・短期専門家派遣計画、研修員受入計画、機材供与計画）

の詳細について提言を行う。

（4）特にVTS 分野の団員は、ITUMF における上記調査にとどまらず、国際海事機関（IMO）の

VTS プロジェクトに係る情報収集を行い、ITUMF のVTS 分野に対する協力の可能性を探り、

提言を行う。

1 － 2　調査員の構成

（1）航海：河原　　健 　運輸省航海訓練所研究調査部

（2）機関：大西　正幸　 運輸省海技大学校機関科教授

（3）VTS：野口　英毅　 海上保安庁総務部国際課国際協力係長
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1 － 3　調査日程

日順

12/12（土）

13（日）

14（月）

15（火）

16（水）

17（木）

18（金）

19（土）

20（日）

21（月）

22（火）

23（水）

24（木）

25（金）

26（土）

27（日）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

月日 移　動　及　び　業　務

成田発（SR169）→チューリヒ着

チューリヒ発（SR8576）→アンカラ着

午前　JICAトルコ事務所打合せ、日本大使館表敬
午後　海事庁（UMA）、国家計画庁表敬、VTSプロジェクトにつき事情聴取

ITUMFでC／Pと意見交換、ITUMF卒業生関連造船所視察及び意見交換

団内打合せ、資料整理

団内打合せ、資料整理

午後　C／Pと協議

VTS設置予定のボスポラス海峡の状況を、黒海入り口まで船で視察
VTSデザインセンター調査

午後　ITUMF卒業生が船長との機関長を務める大型外航船を訪船

午前　ITUMF同窓会調査
Coastal Safety & Salvage Administrations訪問調査

午後　船主協会訪問調査、私立海員学校視察

関係者最終意見調整のあと、ミニッツ署名・交換

イスタンブール発（JL450）→

成田帰着 

＜航海担当＞

午後　沖泊の練習船
M／S  AKDENIZ視察

ITUMFで“STABILITY”の講
義聴講

午前　第４年次学生と面談
要望聴取

機関学科授業聴講 ITUMFのC／Pと意見交換

午後　ITUMF学内視察

ITUMF卒業生の船舶運航状況
視察(水上バス、高速フェリー
でBOSTANCI－YENIKAPI－
BANDIRMA－YENIKAPI間を
航海）

高速フェリー乗船

（カドキョイーバンドゥルマ）

アンカラ発→イスタンブール着

午前　ITUMF関係者紹介、カウンターパート（C／P）打合せ、学内視察

午前 　パイロットアソシエーション・ターミナル訪問、パ

イロットステーション視察・関係者と意見交換

＜機関担当＞ ＜VTS担当＞

UMAで調査

UMAで調査

アンカラ発→イスタンブール着

UMAイスタンブール事務

所調査
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1 － 4　主要面談者

〈トルコ側〉

（1）国家計画庁

Mr. Serding YILMAZ Expert

（2）海事庁（UMA）

Mr. Suleyman BAYAR Deputy Gen. Dir. of Marine Transport

Mr. Kemal DANACI VTS Expert

Mr. Hasan ESENTURK VTS Engineer

（3）イスタンブール工科大学海事学部（ITUMF）

Prof. Dr. Osman Kamil SAG Dean

Prof. Dr. Sureyya ONEY Vice Dean

Prof. Dr. Ahmet BAYULKEN Vice Dean

Assoc. Prof. Dr. Sezer ILGIN

Assoc. Prof. Dr. Demir SINDEL

Capt. Teoman AKIN

Dr. Capt. Ozkan POYRAZ

Dr. Capt. Muhsin KADIOGLU

Capt. Tanzer SATIR

Capt. Baris TOZAR

Capt. Ali COMERT

Capt. Munip BAS

Capt. Sitki USTAOGLU

Mr. Iswail Deha ER

Mr. Cengiz DENIZ

Mr. Aydin ERCAN

Mr. Cemil YURTOREN

Mr. Sunay SABUNCU

Mr. Hisashi YAMAMOTO Senior Lecturer

（4）MOLIVA SHIPPING INC.

Capt. Ugur Ziya SOKU Fleet Manager

Capt. Metnan SELCUK Operation Department

（5）海事庁（UMA）イスタンブール事務所

Mr. Ismail ASASAGLU Head of Survey Council
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Mr. Nuzhet BILGIN

（6）VTS DESIGN CENTER

次長ほか

（7）MARITIME PILOTAGE INC.

Capt. Yasar Bulent BANYOCU Pilot Operating Manager

Capt. Cosken SORAL Pilot

Capt. Omer MARAIN Pilot

Capt. Cengin SOZOSMINE Pilot

Capt. Basri TEKDEMIR Pilot

Capt. Dundar LOKMEN Pilot

Capt. Medinfngin KASAROCIU Pilot

（8）大型鉱石運搬船（BANA KARAHASAN 号）

Capt. Husisyin KUKUL

C／E  Metin OZTUFEKCI

（9）大型高速フェリー（ADNAN MENDERES 号）

Capt. Adnan KETENCI

（10）ITUMF 同窓会事務局

Mr. Erol GOZEN Chairman

ほか 2 名

（11）COASTAL SAFETY AND SALVAGE ADMINISTRATIONS

Mr. Iiucum TULGAR General Manager

（12）船主協会

Mr. Riza Nur ONCU Secretary General

〈日本側〉

（1）在トルコ日本大使館

河南　正幸 二等書記官

（2）JICA トルコ事務所

米林　達雄 所　長

大竹　　茂 所　員

Mr. Timur SAYRAC 所　員

Ms. Akgun OZGEN 所　員
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2．要　約

本調査員チームは 1998 年 12 月 12 日から同 27 日までの日程でトルコを訪れ、「トルコ海事教育

向上計画」に係る第 2 次短期調査を行った。航海、機関、船舶通航管制情報システム（VTS）各分

野の調査員は、それぞれ、プロジェクト活動案策定に必要な情報収集並びに関係当局との協議を

行い、合意事項をミニッツ（付属資料 1）に取りまとめて、署名を交換した。

調査結果の概要は以下のとおりである。

（1）航海分野

1）イスタンブール工科大学海事学部（ITUMF）側は、「船員の訓練、資格証明及び当直の基準

に関する国際条約（STCW95）」に基づく海事学部教育の改善を強く望んでいることを確認

した。

2）学内及び停泊練習船の施設を視察して、第 4 年次学生と面談し、彼らの要望等を聞いた結

果から判断する限り、以下の状況が明らかになった。

a）講義及び実習に使用する模型、標本、掛け軸など、教材が不足している。

b）図書館の蔵書が古く、かつ少ない。学生が利用できるような参考書や教材は見かけなかっ

た。

c）講義を 1 回聴講したが、使用していたOHP の「荷役に関する図」は、日本では時代遅れ

のものであった。

d）船会社の船で実施している乗船実習では、教育の機会均等が行われていないと、学生

が強い不満をもっていた。

3）在学生の知的レベル及び向学心並びに教官の教授意欲は低くない。

4）ITUMF 卒業者で高速・大型フェリーの船長及び機関長として乗船している者の運航状況

を視察したが、運航技術に問題は感じなかった。

5）ITUMF 卒業者（前身のMaritime Academy 卒業者が大部分）でパイロットとなった者のな

かには、運航技術向上のため、必要に応じて ITUMF に戻り、新しい航海機器等について再

訓練を受ける者があり、特にシミュレーター訓練は極めて有効、かつ効果的であろうと考え

ていた。また、大型船の船長と機関長の中には、ITUMF からの乗船実習生は、その専門知

識こそ高いが、実際の機器を扱う能力や運航に関する判断力が不十分な者がいるので、座学

より実技や実習を取り入れる方が運航技術向上には有効と答える者がいた。

6）ITUMF 側は、速やかなプロジェクトの開始を切望している。
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（2）機関分野

1）訓練カリキュラムは、船舶職員教育の見地からすると、実習を含む実務教育がやや不十分

である。

2）海事教育訓練のレベル向上に必要な事項のうち、優秀な教官の確保については、アカデミッ

クスタッフのレベルは高いが、実習を含む実務教育スタッフの確保が困難である。一方、適

切な教育訓練設備、装置の整備については、現在の機関科関係設備では不十分である。この

点は乗船実習で補えようが、船舶機関士教育にとって重要なのは、個別の機器の取り扱いよ

りも、機関室システム全体の理解とそのオペレーションである。

3）この意味で、機関科関係の供与機材としては、機関室シミュレーターを最優先すべきであ

る。

（3）VTS 分野

1）トルコ海峡（ボスポラス海峡、マルマラ海、ダーダネルス海峡）VTS は、1998 年 10 月に

行った第 1 回入札が不調に終わり、1999 年 2 月に再入札を行う予定である。

2）現在計画中のVTS は、ボスポラス海峡にセンター 1 局、レーダー 8 局及びダーダネルス海

峡にセンター1 局、レーダー5 局、さらに、ディファレンシャル全地球測位システム（DGPS）、

気象観測装置等で構成され、所要メンバーは約 60 人と予想されている。

3）現在計画中のVTS センター一般配置図（案）には、トレーニングルーム及びシミュレーショ

ンセンターが含まれている。

4）アンカラにおける調査では、海事庁（UMA）が VTS の管理を行うとしていた。イスタン

ブールにおける調査では、現在、トルコ海峡の航路標識を管理している COASTAL

SAFETY AND SALVAGE ADMINISTRATIONS がVTS の管理を行うとしていた。本機関

は UMA の監督を受ける公社的な存在の機関と考えられる。

5）アンカラにおいてもイスタンブールにおいても、VTS 要因の雇用、訓練についての具体案

または計画は入手できなかった。したがって、どのレベルの者を何名教育するかは不明のま

まである。さらに、トルコ海峡 VTS が稼働したあとの要因の管理及び訓練についても、具

体案または計画は入手できなかった。

6）イスタンブールにおける調査では、VTS 要因の訓練を ITUMF で実施してほしい旨の希望

があった。トルコ側は、ITUMF に VTS 訓練コースが設立されれば、周辺国からの研修員受

入れの可能性があるとも述べていた。他方、周辺国で建設中または計画中の VTS があると

の情報は入手できなかった。トルコでも、トルコ海峡VTS 以外のVTS 設置計画は存在しな

い。

7）VTS シミュレーターについては、トルコ海峡の状況を表示可能なものが求められている。
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しかし、現在の日本のシミュレーターは日本のVTS がある部分のみ表示可能であり、トル

コ海峡について表示しようとすれば、コンピューター処理したデータが必要となるが、トル

コ海峡の船の動きをコンピューター処理したデータは存在しない。

8）以上から、第 1 次短期調査時の PDM 案に基づいて、VTS 分野の協力、特に長期専門家を

派遣することは難しい。短期専門家によるVTS 概論の技術移転、若しくはC ／ P 研修の受

入れが考えられるが、この場合は PDM の再調整が必要である。
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3．分野別調査・協議結果

3 － 1　航海分野

（1）イスタンブール工科大学海事学部（ITUMF）のカリキュラム及び海事安全訓練センター

（MSTC）の訓練コースの現状と分析結果

ITUMF の発行する「THE ITU, MARITIME FACULTY AND THE MERCHANT MARI-

TIME EDUCATION IN TURKEY IN ACCORDANCE WITH STCW 95」から判断する限り、

問題はない。

しかしながら、トルコ側の本プロジェクトに対する要請は、「船員の訓練、資格証明及び当

直の基準に関する国際条約（STCW95）が要求している内容まで、ITUMF の教育水準を向上

させること」で、プロジェクト目標を「トルコ船員への教育・再訓練・認定制度が国際規約

（STCW95 及び随時更新される国際規約）に即して行われるようになること」とした。つまり、

トルコ側は、ITUMF の教育水準が STCW95 に要求されている水準まで達していないと認識

している。

このような目で分析してみると、STCW95 の目的の 1 つは、責任のある船舶職員のもつべ

き最低能力を定め、それを身につけた者に資格を与え、海難事故をなくそうとするものであ

る。この条約の中に「総トン数 500 t 以上の船舶における航海当直を担当する職員の最小限の

能力基準」がある。この基準こそが、ITUMF 卒業者で、外航船に三等航海士として乗船する

者が備えなければならない能力基準である。

航海士にとって最も大切な能力の 1 つである「安全な航海当直の維持」について、最小限要

求される知識、理解及び技能に関する「当直」については、以下のとおりである。

・国際海場衝突予防規則の内容、適用及び趣旨に関する十分な知識

・航海当直の維持にあたり、遵守すべき基本原則に関する十分な知識

・効果的な船橋共同作業手順に関する十分な知識

・航路選定の一般的な規定に基づく航路の利用

その「能力の証明方法」は、「試験」及び「次の 1 つ以上から得られた証拠による評価」とし

ている。

・承認された海上履歴

・承認された練習船履歴

・適切な場合、承認されたシミュレーター訓練

・承認された実験設備訓練

また、「その能力評価の基準」は以下のとおり定められている。
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・当直の実施、引き継ぎ及び交代は認定された原則、手順に従うこと

・いかなる場合においても、認定された原則、手順に従った方法で、適切な見張りを維持

すること

・灯火、形象物及び音響信号は海上衝突予防規則の要件に従っていること、及び正確に認

知されること

・交通、船舶及び環境の監視の間隔、範囲は認定された原則、手順に従うこと

・船の航海に関する動静、行動の適切な記録を残すこと

・航海安全の責任が常に明確に定められること（船長が船橋内にいる場合、または水先人

乗船中の場合を含む）

ところで、ITUMF の現状は、「能力の証明方法」で要求されている「試験」以外の方法を行

う手段を、自前でもっていない。

そこで、必要な海上履歴を与えるために、学生を船会社に派遣して履歴習得の実習を依頼

している。

そのために、「ITU, MARITIME FACULTY SEA TRAINING RULES」をつくり、社船にお

ける乗船実習中に学生が習得すべき指針を与えているが、残念ながら不十分である。それを

補うために「INTERNATIONAL SHIPPING FEDERATION（ISF：国際海運連盟）」作成の

「TRAINING RECORD BOOK（TRB：訓練記録簿）」を各学生に携帯させて、乗船した船の船

長及び一等航海士に教育・訓練と評価を一任している。

ここに、問題が生じている。すなわち、「2．要約」で示したように、面談した第 4 年次学生

は「船社の船で実施している乗船実習において、教育の機会均等が行われていない」と発言し

ているのである。その具体的内容は、①船によっては何も教えてくれない、②雑用ばかりさ

せられる、などであった。

しかしながら、社船における乗船実習で海上履歴を与え、先進海運国となっている英国の

例もあるのだから、このシステムがよくないとはいえない（日本は、戦前まではこの制度－ア

プレンティス制度－であったが、教育の機会均等と商船士官の技術能力向上等のため、練習

船実習制度に変更して現在に至っている）。

問題点の 1 つは、将来の商船士官になる学生に一番必要で安全運航に欠くことができない

「運航技術の教育と訓練」を、教育技法を身につけているとは思えない「社船の船長及び一等

航海士」に一任していることである。

改善点は、商船士官養成教育を行っている ITUMF の乗船訓練システムの改良である。

その方法には、以下の 3 つがある。

1）社船の船長及び一等航海士に対する処置

2）社船の船長及び一等航海士が行った教育・訓練内容の確認、すなわち、実習後の学生の
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実技能力の確認

3）訓練施設の新設

（2）日本側に求められている協力内容

1）「社船の船長及び一等航海士に対する処置」として

STCW95 は船員の訓練及び資格証明、並びに当直の基準を定めているのであって、海事

教育機関（日本でいえば商船大学、トルコであれば ITUMF）の知識教育内容を定めている

のではなく、船員、または将来船員になる者が習得しなければならない専門知識・技術を

身につけるために受けるべき訓練内容等を定めている。

ITUMF のカリキュラム等はおおむね問題がないと思われるが、STCW95 で求められてい

る船員になるための技能を与える訓練施設をもっておらず、その学生が航海士になるため

に必要な専門知識と技能訓練を受けるため、1 年間の乗船実習で行うべき教育と訓練を船会

社の船長と一等航海士に任せている。このアプレンティス制度自体は悪い制度ではないの

で、この運用方法を改善する必要がある。

このアプレンティス制度で教育と訓練の成果をあげるために、TRB が各国で活用されて

おり、ITUMF でも導入されている。STCW95 の教育水準まで ITUMF の教育水準を向上さ

せることを要請しているのは、学生の平均または一部の水準が STCW95 の水準に達してい

ないと判断しているからに相違ない。その原因の 1 つは、学生を委託した船会社の教育責

任者（STCW95 で指定されている）である船長と一等航海士の資質の問題である。この制度

を取り入れている先進海運国では、教育責任者である船長と一等航海士が乗船してきた学

生（実習生）に何を教えるべきかを TRB から汲み取れるだけの知識をもち、必要とする教

育訓練を施せるから、ITUMF が使用している TRB でも十分航海士が育っていると推察さ

れる。

したがって、学生を委託した船会社の教育責任者である船長と一等航海士の資質を改善

する必要がある。彼らを ITUMF に招いて教育・訓練内容を指示することも一方法であろう

が、それよりも、アプレンティス制度で、船会社の教育責任者である船長と一等航海士が

現用の TRB を活用して、実習生を教育できるようになるまで、当分の間、STCW95 で要求

されている内容をより具体的、より詳細に表記し指示するのが得策である。

すなわち、TRB 記載内容をトルコの現状に合ったように改善する（この内容を理解し、ど

のように船上で教育し、訓練すべきかを熟知しているのは、日本の商船士官養成機関では、

運輸省航海訓練所の教官であろう）。

◇協力内容（ITUMF とともに行う）

・乗船実習で行われている訓練内容の分析

・STCW95 の訓練に沿ったトルコ式乗船実習カリキュラムの構築
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・トルコ式 TRB の作成

2）「社船の船長及び一等航海士が行った教育・訓練内容の確認、すなわち、実習後の学生の実

技能力の確認」として、「当直」の実技能力を確認するには、船長、または航海士の経験豊か

な教官が、船舶交通のある海域で臨場感ある状況下、国際海上衝突予防規則に従い、平均的

船舶運航者がとるべき船舶運用方法で安全に操船できるかどうかを判定する必要がある。

最も望ましい方法は、教官と学生が実際の船舶に乗り込み、学生に船舶を運航させるこ

とである。

ITUMF は船上における技能に関する教育・訓練（船舶の安全運航には知識、観察、判断、

行動等、総合的な技能が不可欠である）の成果を判定できる施設を、現状ではほとんど有し

ていないので、これはきわめて難しい（学部所属練習船M／ S  AKDENIZ の運航は財政的

負担が多く難しいであろう）。

しかしながら、学部内視察で見かけた小型ボートの活用（活用の可否は調査不十分）は検

討に値する。

また、イスタンブール港湾で運用されている公的機関の船舶を借用して、技能判定に活

用すること（技能不足学生には実習の補足にも充当できる）も考えられる。

◇協力内容（ITUMF とともに行う）

（ITUMF 側が技能判定に使用する船舶を手配するとして）

・技能判定に使用するチェックリスト、判定基準、評価方法・手法の開発

3）「訓練施設の新設」について（操船シミュレーターの供与）

上記のように、実技能力の判定には実際の船舶を使い実海域で行うのが最も望ましいが、

練習船を新たに所有するような多大な財政負担を避ける 1 つの方法は、操船シミュレーター

装置の導入である。

最近、日本において初級航海士の基礎的操船技術からベテラン船長の高度な操船技術レ

ベルアップのために大いに活用されているフルミッション操船シミュレーター装置は、訓

練レベルに合った海域を極めてリアルにつくり出せ、船舶の運動を実船さながらに再現で

きる。

この日本で活用されているシミュレーターと同程度の性能を有する装置を使用すれば、船

舶安全運航の基本であり、航海士に欠くことができない知識と技能が集約された「操船に関

する教育と訓練」の技能判定を ITUMF 自身で行え、船会社に委託している教育・訓練の不

備な点の改善を指示できる。

しかしながら、導入したシミュレーター装置を十二分に活用するためには、ITUMF 側の

協力の下、次の事項を達成しなければならない。
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◇協力内容

・シミュレーター教育に合った現カリキュラムの改編

・シミュレーター訓練用新カリキュラムの作成

・シミュレーター訓練用評価基準の作成

・シミュレーター訓練に従事する教官、評価者の養成

・シミュレーター装置の管理、運用、保守要員の養成

・時代の要請に合ったシミュレーターソフト開発、改良要員の養成

装置導入による効果は、以下のとおりである。

a）ITUMF に対する効果

・世界的に検討されているシミュレーター訓練による乗船履歴の軽減が承認された場合に、

その恩恵を十二分に受けることができる。その場合には、カリキュラムに余裕が生まれ、

教育内容の充実が可能となる。

・装置の主な訓練場所になる疑似船橋では、船舶の動揺までも再現できるので、乗船実習

訓練前に船酔い克服訓練もできる。

・疑似船橋には、最新の船舶用航海計器の実機（レーダー、オートパイロット、操舵スタ

ンド、主機テレグラフ、レピータコンパス、各機器の指示装置等）が設置されるので、

実際の航海計器を見ることにより航海計器に関する「講義」の理解が容易になる。

・極めてリアルな船舶の運動を、船の大小、船型、船種、積み荷状態等の別に再現できる

ので、船舶操縦性能に関する「講義」の理解が容易になる。

・初級航海士に必要な国際海上衝突予防規則に従った基本的な避航操船法（安全運航の基

本）から、船長や水先人に要求される港内や狭い水道（ボスポラス海峡、ダーダネルス

海峡等）における操船方法を繰り返し訓練することにより、ルールに従った正しい操船

法及び運用法等を教育・訓練できる。

・学生の間違った操船法による結果を、疑似体験させられる（実船では、決して訓練で

きない）。

b）MSTC に対する効果

MSTC でも操船シミュレーター装置が使用可能なように管理運営機構を改組すると〔海

事庁（UMA）等の了解が必要〕、現在ほとんど海事に関する専門教育を受けていない部員

に対する再教育に活用できる。

・船舶の安全運航は航海士だけでは難しく、船橋当直者間のチームワークが欠かせない。

日本人運航船の海難事故が少ないのは、当直補助者である部員の海事に関する専門知識

が高いことにある。

・MSTC の再訓練コースに「操舵法」、「適切な見張りの法」、「海上交通法規」等を新設し、
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当直補助者に必要な知識及び技能教育訓練を行えば、部員の教育水準を向上でき、トル

コ船舶の海難事故は飛躍的に減少することが期待できる。すなわち、プロジェクトの上

位目標につながる）。

・初級航海士から船長にプロモートしていく各段階において、必要とされる操船技術の訓

練に活用できる（ITUMF 卒業者に対する訓練項目）。

・パイロットの操船（巨大船の離着岸、桟訓練等、高度な操船）技術向上に活用できる

（ITUMF 卒業者に対する訓練項目）。

◇協力内容

・トルコ船員に必要な新訓練コースの選定

・教育プログラムの構築

・訓練カリキュラム作成

c）学術研究に対する効果

データ集積が必要であるが、以下が可能になる。

・ITUMF の教官が行う海洋交通工学に関する調査、研究に活用できる。

・ボスポラス海峡、ダーダネルス海峡等狭い海峡等の最適航路の選定ができる。

・新港湾建設前に海洋構築施設、港内操船余裕海面の広さの適否等、シミュレーション検

討に活用できる。

◇協力内容

・ITUMF と学術交流のある神戸商船大学等への支援

（4）教材としての機材及び模型、並びに参考図書の供与

ITUMF の各講義及び実習で使用されている模型、教材等を最新のものと入れ替え、専門図

書を供与して、教官の教育レベルを向上させるとともに、効果的な教授内容とし、学生の理

解を早める。一方、学生の学習意欲を向上させる。

（3）フルミッション操船シミュレーターを導入する前提でのプロジェクト活動計画概要

プロジェクト期間を5年とし、基本的には、ミニッツのANNEX Ⅲ「PLAN OF OPERATIONS」

で開始し、プロジェクトの早い時期に修正するのが望ましい。

最初に着手するべき事項は、ITUMF とともに、船会社における乗船訓練の教育内容を均一

化するため、訓練内容を調査解析し、トルコ版 TRB を作成する。これは、第 3 年次学生の乗

船実習開始までに完成するのが望ましい。

次いで順に、シミュレーターの導入に備え、カリキュラムの改編等、「5．（3）」の協力事項

をシミュレーターの設置時には完成していること。
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以上の事項について、作業を進めながら、プロジェクト活動計画を適宜修正する。

（4）専門家の派遣

1）長期専門家の指導内容

a）乗船実習の現状を把握し、訓練内容を調査解析する。

b）乗船実習の指導教官である船長及び一等航海士が理解でき、使いやすいトルコ版TRB を

作成する。

c）操船シミュレーター導入に合わせた、カリキュラム、シラバスの改定。

d）操船シミュレーター訓練マニュアルの作成。

e）操船シミュレーター訓練を使った初級航海士から船長（パイロットを含む）までの訓練

課程において、指導に従事するコーディネーター、アドバイザー、評価者を育成する。

f）教育レベルを向上させるため、カリキュラム及びシラバスを見直し、合理的教育手法を

開発する。

g）最新の教育機材を使った教育手法の開発。

2）短期専門家の担当分野、指導内容、派遣の時期

a）シミュレーター、パソコン等を使用した最新の教育技法の技術移転のため、機材の運用

を開始したあとの、適宜の時期。

b）シミュレーター機材据え付け、その運用及び管理等の技術移転のため、機材の据え付け

開始時。

c）最新シミュレーター教育手法の技術移転のため、運用開始後、適宜の時期。

d）その他必要な分野

（5）C ／ P について

C ／ P の配置状況は、ミニッツANNEX Ⅱのとおり。

（6）研修員受入人数、研修期間、研修項目、研修先機関

1）フルミッション操船シミュレーターの運用、保守、管理のため

：供与シミュレーターの作製開始時、メーカー、年間 1 ～ 2 名（各 1 ～ 2 か月）

2）フルミッション操船シミュレーターによる訓練指導者（少なくとも船長経験のある者）の

ため

：供与シミュレーターで訓練を実施している施設、年間 1 ～ 2 名（各 1 ～ 2 か月）
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（7）プロジェクトをとりまく状況

民間会社等の関連機関訪問の結果

・船主協会との意見交換時、同席したトルコ海運会社の人の発言に、「社船員確保のため、私

立海員学校入学者に奨学金を支給し、その見返りとして卒業後一定期間自社船に乗船を義

務づけないと船員が確保できない」とあった。トルコは船員不足であるとの感じを受けた。

・イスタンブール市内にある私立海員学校を見学する機会があった。間もなく ITUMF 近く

のツズラ地区に建設中の新校舎に移転するとのことであったが、一般ビルに仮住まいの教

室は、黒板、教壇及びメモをとる袖板付きの椅子が並んでいるだけであった。教材もなく、

教育環境はかなり貧しいと感じた。これほどまでして船員の養成を急いでいる現状を認識

するとともに、教育水準の低下をおそれた。

（8）供与機材について

1）シミュレーター機材の規模、必要な機能について

a）STCW95 における「シミュレーター」に関する規定

同規定は以下のとおりである。

A －Ⅰ /12　節

シミュレーターの使用を規律する基準

第 1 部　性能基準

訓練に使用されるシミュレーターの一般的な性能基準

１　締約国は、シミュレーターを使用した強制訓練に使用されるすべてのシミュレーター

が次の要件を満たしていることを確保しなければならない。

1.　選択された目的及び訓練内容に沿ったものであること。

2.　機器の作動については、訓練目的に合った現実に近い水準で、機器の性能や限界

そして可能性のある誤差を含めて模擬できること。

3.　訓練生が、訓練目的にあった技能を習得することが可能なように、作動に十分な現

実性を有していること。

4.　訓練目的に応じて、非常事態や危険な状態または異常な状態を含め、様々な状態の

設定が可能な動作環境を与えることができること。

5.　訓練生が機器と、模擬された環境及び適切ならば、これに加えて教官との間に、

相互に作用することが可能なインターフェースを有すること。

6.　訓練生に対する効果的な事後説明のため、教官による操作、監視及び記録が可能で

あること。
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第 2 部　その他の規則

（７は４以外は略）

訓練の手順

７　シミュレーターに基づいた強制訓練を行うにあたり、教官は次の事項を確保しなけ

ればならない。

4.　訓練は、訓練生の行動に関する音声及び映像による観察や、事前及び事後の実習

評価報告により、効果的に監視され、適切に支援されること。

B －Ⅰ/12

シミュレーターの使用に関する指針

（1 ～ 35 までは略）

非強制シミュレーションの性能基準

36　訓練・能力評価のために使用される非強制シミュレーションの性能基準は、次の節
に含まれている。これらのシミュレーションには、少なくとも次の種類を含めること。

1.　航海及び当直
2.　操船
3.　荷役及び積付け
4.　通信
5.　主機及び補機操作

航海及び当直シミュレーション

37　航海及び当直シミュレーションは、A － I ／ 12 節に規定する性能基準に合致するこ
とに加え、機関（IMO）により採択されたすべての性能基準を満たす航海計器、船
橋運用管理の模擬が可能であり、音響を発生させる設備及び以下が可能な設備を導入
すること。

1.　実時間の運用環境を創り出すこと。これには評価すべき操船と技能を含め行うべ
き航海と当直任務に適した航海の管理、通信機器及び設備を含める。

2.　訓練生が、航海及び当直の業務及び目的に適する最小限の水平視野角で視認する
ことが可能な状態で、昼夜（種々の視界状態を含む）又は夜間の船橋から視認し
た場合の実際の視覚的シナリオを使用すること。

3.　天候、海流、及び他船の交差の影響を含めて、十分広い水域での自船の動きを実
写的に模擬すること。
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操船シミュレーション

38　37 に規定する性能基準に加えて、操船シミュレーターは、

1.　訓練生が，操縦及び操船の業務及び目的に適する最小限の水平視野角を通じて視
認することが可能な状態で、種々の視界状態を含めた昼夜又は夜間の船橋から視認し
た場合の実際の視覚的シナリオを使用すること。

2.　淺水及びバンクの影響を含めた制限水域における自船の動きを実写的に模擬する

こと。

b）ITUMF が要望しているシミュレーター

ITUMF が要望しているシミュレーターの仕様は、ミニッツの「ANNEX Ⅰ」及び

「ATTACHMENT-1」のとおりである。

2）シミュレーターに対するコメント

・ITUMF が要望しているシミュレーターの仕様内容は、STCW95 の性能要件をかなり上回

り、高級すぎると思われる。本プロジェクトが目標とする ITUMF の訓練設備としても機

能が高すぎ、高価になろう。また、プロジェクターが直投式と推察されるので、学内視察

の際、案内された設置予定建物内に納まらない可能性がある。今後、検討が必要である。

・数年で新型機種が出現する最近のコンピューター事情を考え、導入する機種はバージョン

アップが可能な機種とすべきである。

・シミュレーター訓練は、実船訓練の代わりとなるものであるから、訓練装置の動作は可能

な限り実船に近いものでなければ価値がない。制作にあたっては、船舶運航に十分経験の

ある者が操作運用して実船と違和感のない程度に精巧でなければならない。したがって、

運用ソフトは、船舶運航に関する知識・技術・経験をもつ者の意見を最大限尊重して制作

されねばならない（コンピューターメーカーだけに制作させてはならない）。

・将来、ITUMF の教官が自分たちだけでソフトの改良、ソフトの開発等が可能となる能力

を養成してくれるメーカーを指定すべきである。

・JICA による援助であるならば、日本製が望ましい。プロジェクトの早い進行が期待でき

る。

3）プロジェクトの活動に必要と思われる機材のリスト

・プロジェクトチームの効果的事務処理と日本との通信連絡用に、インターネット、E-Mail

も利用できるパソコン通信器材 1 式

・公用乗用車（運転手付き） 1 台（トルコの交通事情と運転マナーを考慮）
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（9）本プロジェクトに対する提言

今回の調査の結果、ITUMF の学生の資質及び教官団の教育意欲は低くないことが分かった。

トルコ海運界の航海士の運航能力を向上させ、トルコ船舶の海難事故を減少させるために、彼

らの養成機関である ITUMF 及びMSTC の教育水準を STCW95 で要求される水準までレベル

アップすることが必要である。したがって、本プロジェクトが行うべき具体的支援は次のと

おりである。

1）学生の勉学意欲、学習意欲を向上させ、効率的に充足させるために、参考書及び教科書

等の充実を図る。

2）教官の講義内容を充実させ、世界の最新情報を入手させるために、参考図書及び資料等

の充実を図る。

3）講義及び実習における学生の理解を容易にするために、機器の模型等、教材の充実を図

る。

4）船会社で行っている乗船実習の各船ごとの教育内容のばらつきを修正し、その向上を図

るため、現用の TRB の内容を改善する。

5）船舶運航に関し交通法規に基づいた運航方法、船舶輻輳状況に適した運航方法、または、

事故を回避するための臨機の方法等を臨場感ある状況下で効果的、かつ繰り返し習得させ

るために、フルミッションの操船シミュレーターを供与する。

上記事項を効率よく運用し、現在の教育カリキュラムを必要に応じて改善するために、長

期及び短期専門家を必要人数派遣して、日本の最新、かつ高度な海事教育のノウハウを

ITUMF に移転すべきである。

3 － 2　機関分野

（1）ITUMF の現状

1）教育訓練カリキュラム

ITUMF の機関学科のカリキュラムは、基本的には、国際海事機関（IMO）モデルコース7.04

及び 7.02 に基づいて構成、単位配分がなされており、内容、時間数ともに問題はない。総合

大学の一学部である性質上、いわゆるアカデミックな教育内容は極めて充実しているが、船

舶職員の教育という点から見れば、十分な実務経験を有する教官の確保が困難であることな

どから、実習を含む実務教育はやや不十分であるとの印象をぬぐえない。このことは、先方

スタッフも認めており、授業の聴講の際にも感じられた。

ITUMF の卒業生のほとんどすべてが船会社に就職し、当面は船舶職員として勤務する現状

を考えると、実務教育の充実が不可欠であると思われる。
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2）乗船実習

現在行われている乗船実習は、大別すると、練習船M／S  AKDENIZ によるファミリアラ

イゼーションを主とした実習と、船会社の商船における実船訓練とに分けられる。

M／S  AKDENIZ は従来、地中海航海を含む長期訓練航海に従事していたが、1998 年 9 月

を最後に、主に船体状態の劣化による危険性を考慮して、航海は中止され、沖合に係留され

た状態で訓練に使用されている。近々、練習船検討委員会（仮称）が組織され、資金援助を含

め、改善、活用策が検討されるとのことである。また、ポーランドの帆船ダルモジェジーに

よる 2 か月余りの乗船実習も定常化している。

船会社での乗船実習においては、即戦力となる実務を主体に教育訓練がなされ、定期的に

機関長による評価がなされているようである。受入船の機関長や船会社のスタッフの意見に

よると、ITUMF からの訓練生はいずれも船舶職員としての十分な素質を備え、また訓練に対

する取り組み方も非常に熱心であるとのことであった。乗船実習時には、主機を含む機関シ

ステム内機器の取り扱いの機会は多く与えられ、訓練終了時点では、各機器の取り扱いにつ

いて十分な習熟度を得ているようである。

（2）協力内容

トルコの海事教育訓練のレベル向上策としては、次の事項があげられる。

1）一定期間以上の実務経験を有する優秀な教官の確保

2）入学者ソースとしての優秀な学生の確保

3）合理的、かつ効率的な教育訓練カリキュラムの構築

4）適切な教育訓練設備、装置の整備

5）卒業生の魅力的就職先の確保

これらのうち、2）、3）に関しては、現在のところ問題はないと考えられる。

1）については、先にも述べたとおり、アカデミックスタッフに関しては極めてレベルが高

く問題はないが、実習を含む実務教育のスタッフの確保が困難である。特に最新の機関シス

テムに精通した教官が不足している。この点、長期専門家としてこのような人材を派遣し、海

事教育訓練の技能移転を実施することは、極めて意義深いことである。

4）については、現在の ITUMF の機関科関係の設備では不十分とはいえ、乗船実習時にこ

のハンディは十分補えることから、実機や模型の供与は優先しがたい。また、機関科に関す

る限り、ITUMF の近郊に造船所がいくつかあり、これらを有効に利用することを ITUMF 自

体が考えるべきである。

5）については、現在のところ卒業生のほとんどがトルコ船会社に就職しているが、世界的

に機関士不足が叫ばれており、今後日本をはじめとする外国海運会社への進出も盛んになる
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ものと予想される。現在我が国においては国際船舶制度がスタートし、優秀な日本人キーマ

ンの養成は当然のこと、優秀な外国人職員の確保もこの制度の成功のための重要課題である

と認識されている。この点、トルコの海事教育訓練を支援し、優秀なトルコ船員を我が国の

船舶職員として確保することは、我が国の利益に直結するものである。

（3）プロジェクト活動計画の概要

上記協力内容に整合したプロジェクト活動計画の概要を以下にあげる。

1）人的資源の強化

トルコにおける海事教育の強化に際して、最も重要、かつその効果が継続するのが人材養

成である。先にも述べたとおり、ITUMF の教官はアカデミックレベルでは十分な素質並びに

実績があるが、船舶職員養成教育に関する実務レベルの教育に対しては、不十分である。し

たがって、この分野の支援活動としては、実務経験が豊富で、なおかつ船員教育の経験をも

つ長期専門家の派遣、C／ P の研修受入れ（日本の練習船教育、海事教育機関における実務教

育訓練）が効果的である。

2）機材、施設の改善

機関科に関する限り、現在の実習施設や教育訓練機材は不十分ではあるが、先にも述べた

とおり、乗船実習においてこれらの補完は可能である。船舶機関士教育にとって重要なこと

は、個別の機器の取り扱いよりも機関室システム全体の理解とそのオペレーションである。こ

の点、機関室シミュレーターの導入は極めて有効である。

3）ソフトコンポーネントの強化

カリキュラムの改善を含むソフト面の支援活動について、現状のカリキュラムに大きな問

題が見い出せない限り、カリキュラム自体の見直しよりも授業方法の改善に重点を置くべき

である。特に実務教育に際しては、適切な視聴覚教材の活用を推進すべきであり、この分野

での支援活動も重要である。

（4）専門家の派遣

1）長期専門家の指導内容

長期専門家の指導内容としては、日本の海事教育のノウハウを技術移転する意味から、実

務教育のカリキュラムの構築、実習訓練の企画と実施法、実習訓練の評価法などがあげられ

る。特に、機関室シミュレーターによる訓練については、独自の蓄積されたノウハウがあり、

この分野における支援は我が国の特色が色濃く表れることが期待できる。
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2）短期専門家の担当分野、指導内容、派遣の時期

a）時　期：機器据え付け、データ入力、調整時

専門家：短期専門家 1 ～ 2 名

内　容：シミュレーターハードウェア、ソフトウェア

b）時　期：設備完了時

専門家：短期専門家 1 名

内　容：シミュレーター保守管理、ソフトウェア

（5）C ／ P について

1）配置状況

C ／ P は学部の専任教官 6 ～ 7 名が指定されている。このなかには PhD の学位を有する教

官も含まれているが、大半は研究助手である。

2）C ／ P 受入れ

a）時　期：シミュレーター製造時

C ／ P 数、受入機関：1 ～ 2 名、製造メーカー

内　容：シミュレーターハードウェア、ソフトウェア及び保守整備

b）時　期：設備完了後

C ／ P 数、受入機関：1 ～ 2 名、海事教育機関（シミュレーター訓練機関）

内　容：訓練手法及び評価手法

（6）供与機材について

今回の調査の結果、ITUMF 機関科関係の供与機材としては、機関室シミュレーターを最優先

すべきとの結論を得た。その根拠は以下のとおりである。

1）船舶機関士としての最重要技能である機関システムの理解とシステムオペレーション（例

えば出港スタンバイ作業など）に関する教育訓練は従来、乗船実習に委ねられてきたが、乗船

実習中にこれらを行う場合、4 ～ 5 名の分業になるためオペレーションの一連の流れを理解す

ることは困難である。この点、シミュレーター訓練では当該作業を単独で行うため、極めて

効率よくシステムが理解できる。

2）現行のカリキュラムに「機関システム学」が含まれておらず、システム教育に弱点が見い

出される。船舶の推進システム学の教育については、機関室シミュレーターを導入した教育

が最も効率的であり、オペレーション訓練と並行して行うことができる。

3）現在、世界的に検討され、一部実行に移されているように、シミュレーター訓練の乗船履

歴代替は時代の趨勢である。将来 IMO の承認により、STCW95 にこれが組み込まれた場合、
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シミュレーター訓練により現行の乗船訓練が大幅に短縮できるのでカリキュラムに余裕がで

き、更に付加的な教育内容をカリキュラムに加えることができる。

4）船会社の意見のなかで、シミュレーター訓練により、現役機関士の技能レベル向上を図り

たいとの強い要望が数多くある。

今後求められる機関室シミュレーターの基本仕様は以下のとおりである。

機関室シミュレーターの性能規準は、1995 年改正STCW 条約のコードB、42 節に次のよう

に定めている。

［機関室シミュレーターの基本仕様］

主機及び補機運転シミュレーション

42　機関室シミュレーターは、主機及び補機システムの模擬が可能であること。かつ、以
下が可能な設備を導入すること。
1.　通信機器、適切な主機及び補機の推進機器及びコントロールパネルを用いた海上
及び港に対する実時間の運用環境を創り出すこと。
2.　関連の補助システムを模擬すること。
3.　機関の性能を監視及び評価し、監視システムを制御すること。
4.　機関故障を模擬すること
5.　模擬された運用環境に影響を与えるために種々の外部環境を変更可能なこと。例
えば、天候、船舶の喫水、海水温・気温

6.　教官が管理された外部環境を変更可能なこと。例えば、蒸気、雑用蒸気、空気圧、
氷の状況、クレーン、電源、船首スラスト、船体荷重

7.　教官が管理された模擬性能を変更可能なこと。例えば、緊急運転、過程への反応、
船体応答
8.　ある過程を同時に行うための設備を設置すること。例えば、速力、電気システ
ム、DO システム、LO システム、HO システム、海水システム、蒸気システム、特

定の訓練を行うための排ガスボイラー及びターボ発電機

また、機関室シミュレーターによる教育訓練のカリキュラムやシラバスについては、IMO

モデルコース 2.07「Engine Room Simulator」に標準的な訓練指針が示されている。

上記を考慮すれば、フルミッション、フルタスクタイプの機関室シミュレーターが妥当で

あると考える。

ITUMF で準備している設置場所は現在教室として利用している建物であるが、先方の改造

案を聞く限り、妥当な場所であると考える。

機関室シミュレーターの調達については、製造時に実機の試運転データ及び海上公試のデー
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タが不可欠であるため、造船所が製造主体となるべきである。

購入費用については、その仕様によって一概にいえないが、おおむね 2 億円程度は必要と

思われる。

5）機関室シミュレーターの活用計画

STCW95 のコードA- Ⅲ /2 表『推進出力 3000 キロワット以上の主推進機関を備えた船舶の

機関長及び一等機関士の最小限の能力基準の詳細』に機関室シミュレーターの適応性を照ら

し合わせた結果からも明らかなように、機関士として求められる能力要件のほとんどに対し

てシミュレーター訓練が有効であることが分かる。

すなわち、適切な仕様の機関室シミュレーターを用い、適切な訓練シナリオによる訓練を

実施すれば、乗船実習あるいはオンザジョブ・トレーニング（OJT）によって得られる知識技

能のほとんどの部分について効率よくその習熟度を上げることができる。

訓練に際しては、基本的には IMO モデルコース 2.07 に準じた内容とし、乗船実習前の適当

な時期に訓練期間を設定すれば更に効果的である。

（7）プロジェクトをとりまく状況

今回の調査で民間海運会社等を訪問、面談した結果、面談相手のほとんどが ITUMF あるい

はその前身であるMarchant Marine Academy の卒業生であること、また現在に至るまで毎

年 ITUMF の卒業生を採用していることから、同学部の教育改善に寄せる期待は極めて大きく、

これにかかわる日本の援助を強く希望している。

（8）その他の調査結果

特になし

（9）提　言

今回の調査を通して、ITUMF をはじめ、トルコの海事関係機関の海事教育の向上にかける

強い熱意が感じられた。これについては、在トルコ日本大使館及び JICA トルコ事務所も大い

に評価しているところである。ITUMF に関する限り、アカデミックな教育レベルは極めて高

い水準にある。今後、実務面での教育訓練の強化により、優秀な船舶職員を養成し、トルコ

海運の発展のみならず、世界的視野に立って海運の安全に寄与しなければならない。このよ

うな見地から、我が国としては、最新教育訓練機器を含めて日本の海事教育のノウハウを

ITUMF の教育システムに有効に移転していく必要がある。

現在、世界的に船員教育分野でのシミュレーターの使用は、既に試行段階から実用段階に
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入り、シミュレーター設備自体の完成度はいうに及ばず、訓練方法、評価方法などの運用面

でも我が国は世界のリーダー的役割を果たす立場にある。このような現状を考えるならば、ト

ルコ海事教育の向上に対する支援としてシミュレーター教育訓練の技術移転を実施すること

は極めて有効、かつタイムリーであり、世界的にも高く評価されるものと確信する。

3 － 3　船舶通航管制情報システム（VTS）分野

（1）ITUMF のカリキュラム及びMSTC の訓練コースの現状と分析結果

現在、ITUMF 及びMSTC には、VTS 要員のための訓練コース、またはカリキュラムは存

在しない。

（2）日本側に求められている協力内容

トルコ海峡（ボスポラス海峡、マルマラ海峡、ダーダネルス海峡）の状況が表示可能なVTS

シミュレーターを求められている。なお、VTS 要員の訓練については、具体的に求められて

いるものが不明である。

（3）PDM の各項目に基づいたプロジェクト活動計画案

VTS については、その核となるトルコ海峡の VTS 建設計画が確定されておらず、また、

ITUMF においてどのようなVTS 要員の訓練コースを設立しようとしているのか不明なため、

現時点において、プロジェクト活動計画案を作製することは、不可能である。

（4）専門家の派遣

上述のように、トルコ海峡のVTS 建設計画が確定されていないことから、長期専門家を派

遣することは難しい。また、短期についても、ITUMF において、どのようなVTS 要員の訓練

コースを設立しようとしているのか不明であることから、VTS のどの分野の専門家を特定す

るかが難しい。しかしながら、トルコ海峡のVTS 建設計画が確定された時点で、速やかにVTS

要員訓練コースを設立させるために、VTS の概論及び、日本におけるVTS の現状を紹介する

短期専門家の派遣は、現時点においても可能である。

（5）C ／ P について

ITUMF からは、船舶用レーダー担当の教授がC ／ P として配置されているので、海上保安

庁において、日本のVTS 運用及び要員訓練に関して理解してもらうために、C ／ P 研修を行

うことが可能である。
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（6）供与機材について

トルコ海峡の状況が表示可能な VTS シミュレーターが求められているが、必要とされる

データがなく、現在の日本のシミュレーターでは希望に添うものが提供できない。

（7）当該分野のプロジェクトをとりまく状況

1）民間海運会社等での調査結果

現在計画中のトルコ海峡VTS については、一般的に賛成している者が多かったが、他方、詳

細計画について、マルマラ海の VTS が含まれていないなどの反対がある。

2）トルコ海峡 VTS の進捗状況及び本プロジェクトとのかかわりについて

トルコ海峡VTS については、トルコ政府が IMO において 2000 年までに運用すると発言し

ている。しかし、1998 年 10 月の入札が不調となっており、1999 年 2 月に再入札する予定で

ある。しかも一部では、現在のトルコ政府の混乱状況（首相及び内閣が機能していない）から、

本入札についても不調に終わる旨の予想もあった。日本のこれまでのVTS の経験から、この

ような短期間で VTS を運用するのは極めて難しいと考えられる。

また、VTS の管理主体についてもUMA が行うのか、COASTAL SAFETY AND SALVAGE

ADMINISTRATIONS が行うのかはっきりしていない。どちらの機関でも、VTS 要員の管理

については具体的案または計画がなかった。このため、どのような者を雇用して訓練してい

くのか、雇用条件または試験のようなものが存在するのか、60 名と予想されるトルコ海峡

VTS の要員について、どのような人員配置とするのか、トルコ海峡VTS が運用開始後、どの

ように人員管理していくのか（もし、そのままの状況であれば運用開始後に訓練が必要とされ

るのは数名しか想定できない）、などすべて不明のままであった。

さらに、VTS 要員の訓練について ITUMF は VTS DESIGN CENTER（別名 TURBO OFF

ICE）から依託されているとしているもののVTS  DESIGN CENTER はトルコ海峡VTS の管

理運用を行う機関ではなく、同海峡VTS に対する技術的支援を行う機関であり、また、どの

ような委託内容（人数、期間など）なのかについては明らかにされていない。他方、VTS の管

理運用機関と予想されるところ（UMA 等）からは、ITUMF に対してそのような委託を行って

いない。

本プロジェクトとのかかわりについて、プロジェクト主体となる ITUMF は、当初、VTS 要

員の訓練を含めておらず、政府の提案により項目は入れたものの、トルコ海峡VTS 計画でも

技術的な事項のみの支援をしただけで、VTS 要員の管理訓練については提言等を行っていな

い。また、可能であればVTS 要員の訓練を引き受けるというだけであり、主体的に動いてい

る様子はなかった。
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3）ITUMF の学部教育及びMSTC 訓練コースのなかでの VTS 分野の位置づけ

ITUMF の本来の目的はトルコ人船員（士官）の教育訓練を行うことであり、VTS 要員の訓

練については、政府からの要請に基づいて行うものとしている。

（8）本プロジェクトに対する提言

これまでの調査結果をまとめると以下のとおりである。

・トルコ海峡 VTS のスケジュールは確定していない。

・同 VTS の運用管理を行う機関が不明であり、要員の訓練管理についても分からない。

・VTS 要員の訓練管理に対する ITUMF の立場が不明確である。

・データがないことから、トルコ側の希望にかなうシミュレーターは、現在、日本にはな

い。

トルコ海峡VTS は同海峡の航行安全にとって非常に重要なものであり、また、トルコ政府

の中でも大きな課題ではある。しかしながら、上記の事情から、第 1 次短期調査のミニッツ

で討議された PDM に基づいて、VTS 分野の協力、特に長期専門家の派遣を行うことは困難と

思われる。また、シミュレーターについても、トルコ側にデータが存在しない状況では、ト

ルコ海峡の状況を示すシミュレーターの提供は不可能である。

したがって、本プロジェクトのVTS 分野では、VTS に対する協力要請は高いものの、トル

コ海峡VTS の要員が 60 名程度であり、それ以上のVTS の計画もなく、また、VTS センター

の中にトレーニングルーム等が含まれていることを勘案すると、同要員の訓練についてはOJT

で行うことも可能と思われることから、VTS 要員の候補生として、ITUMF の卒業生に VTS

の知識（概要等）を与えること、または、トルコ政府内においてVTS 要員訓練をすべて ITUMF

において行うとの合意ができることを前提に、その場合の素地をつくることを目標として、短

期専門家（分野はVTS 概論等）の派遣及び、C ／ P 研修の受入れを行うことが考えられる。こ

の場合は、トルコ側と PDM 等について再度調整を図る必要がある。

なお、あわせて、他の JICA 協力方式（研修員受入れ、専門家派遣等）で扱えないかどうか

も検討する必要がある。



付　属　資　料

1．ミニッツ
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